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〔
省

令
〕

〇
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
経
済
産
業
六
六
）

J

〔
告

示
〕

〇
内
閣
府
設
置
法
及
び
国
家
行
政
組
織
法
の

規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

現
在
の
行
政
機
関
の
組
織
を
告
示
す
る
件

（
内
閣
府
・
総
務
一
）

N

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

平
成
二
十
三
年
度
第
二
・
四
半
期
予
算
使
用

の
状
況
（
内
閣
）

J
M

平
成
二
十
三
年
度
第
二
・
四
半
期
国
庫
の
状

況
（
同
）

N
R

国
家
試
験

平
成
二
十
四
年
度
Ｉ
Ｔ
パ
ス
ポ
ー
ト
試
験

（
経
済
産
業
省
）

O
N

平
成
二
十
四
年
度
春
期
情
報
処
理
技
術
者
試

験
（
同
）

平
成
二
十
四
年
測
量
士
試
験
及
び
測
量
士
補

試
験
の
施
行
（
国
土
交
通
省
）

O
O

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

O
P

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
日
本
弁

理
士
会
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
の
付
記

関
係

J
K
I

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
取
上
げ
処
分
、
行
旅
死

亡
人
、
無
縁
墳
墓
等
改
葬
関
係

会
社
そ
の
他

J
K
J

会
社
決
算
公
告

J
K
L

〇
経
済
産
業
省
令
第
六
十
六
号

商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
五
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
類
の
項
下
欄
第
一
号
r
s
t

二
十
七

o
p
q
中
「
壁
紙
剥は

く

離
剤
」
を
「
壁
紙
剥
離
剤
」
に
、「
剥は
く

離
剤
」
を
「
剥
離
剤
」
に

改
め
、
同
項
下
欄
第
六
号
中
「
け
い
そ
う
土
」
を
「
珪け
い

藻
土
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
号
_

中
「
堆た
い

肥
」
を「
堆
肥
」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
類
の
項
下
欄
第
八
号
中
「
防
錆せ

い

グ
リ
ー
ス
」
を
「
腐
蝕し
よ
く

防
止
剤

防
錆せ
い

グ
リ
ー
ス

防
錆せ
い

剤
」
に
改
め

る
。別

表
第
三
類
の
項
下
欄
第
一
号
中
「
愛
玩が

ん

動
物
用
シ
ャ
ン
プ
ー

洗
い
粉

洗
い
ぬ
か

髪
洗
い
粉
」
を
「
愛
玩
動

物
用
シ
ャ
ン
プ
ー

洗
い
粉
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
二
号
中
「
香
料
類
」
を
「
香
料
」
に
改
め
、
同
号
c

を
削
り
、

同
項
下
欄
第
九
号
中
「
塗
料
用
剥は

く

離
剤
」
を
「
塗
料
用
剥
離
剤
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
十
一
号
と
し
、
同
項

下
欄
第
五
号
か
ら
同
項
下
欄
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
下
欄
第
四
号
を
同
項
下
欄
第
五
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

口
臭
用
消
臭
剤

動
物
用
防
臭
剤

別
表
第
三
類
の
項
下
欄
第
三
号
b

中
「
ヘ
ア
ー
ト
ニ
ッ
ク
」
を
「
ヘ
ア
ー
ト
ニ
ッ
ク

ヘ
ア
ー
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
」

に
改
め
、
同
号
d

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

d

ア
イ
シ
ャ
ド
ウ

あ
ぶ
ら
と
り
紙

身
体
用
防
臭
剤

脱
毛
剤

タ
ル
カ
ム
パ
ウ
ダ
ー

ネ
イ
ル
エ
ナ
メ
ル

ネ
イ
ル
エ
ナ
メ
ル
除
去
液

バ
ス
オ
イ
ル

バ
ス
ソ
ル
ト

パ
ッ
ク
用
化
粧
料

ベ
ビ
ー
オ
イ
ル

ベ
ビ
ー

パ
ウ
ダ
ー

マ
ス
カ
ラ

ま
ゆ
墨

毛
髪
脱
色
剤

別
表
第
三
類
の
項
下
欄
第
三
号
を
同
項
下
欄
第
四
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

薫
料

吸
香

薫
香

線
香

に
お
い
袋

別
表
第
四
類
の
項
下
欄
第
二
号
_

中
「
あ
ま
に
油
」
を
「
亜
麻
仁
油
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
類
の
項
下
欄
第
一
号
^

中
「

鎮
暈う

ん

剤
」
を
削
り
、
同
号
`

中
「
耳
鼻
科
用
剤
」
を
「
耳
鼻
科
用
剤

鎮

暈う
ん

剤
」
に
改
め
、
同
号
d

中
「

口
中
清
潔
剤

口
中
清
涼
剤
」
を
削
り
、
同
号
e

中
「
甲
状
せ
ん
副
甲
状
せ
ん
ホ
ル

モ
ン
剤
」
を
「
甲
状
腺
副
甲
状
腺
ホ
ル
モ
ン
剤
」
に
、「
だ
液
せ
ん
ホ
ル
モ
ン
剤
」
を
「
唾
液
腺
ホ
ル
モ
ン
剤
」
に
、「
副

じ
ん
ホ
ル
モ
ン
剤
」
を
「
副
腎
ホ
ル
モ
ン
剤
」
に
改
め
、
同
号
g
h
十
七

e
f
中
「
し
ゅ
よ
う
治
療
用
薬
剤
」
を
「
腫
瘍
治
療
用

薬
剤
」
に
、「
肉
し
ゅ
治
療
剤
」
を
「
肉
腫
治
療
剤
」
に
改
め
、
同
号
r
s
t

二
十
一

o
p
q
中
「
抗
結
核
剤
」
を
「
抗
結
核
剤

抗
ハ

ン
セ
ン
病
剤
」
に
改
め
、「

治
ら
い
剤
」
を
削
り
、
同
号
g
h
三
十

e
f
中
「
蚊
取
線
香
」
を
「
蚊
取
線
香

燻く
ん

蒸
剤
」に
改
め
、

「

蒸
剤
」
を
削
り
、「（
身
体
用
の
も
の
を
除
く
。）」を「（
身
体
用
及
び
動
物
用
の
も
の
を
除
く
。）」
に
改
め
、
同
項
下

欄
第
三
号
中
「

医
療
用
腕
環
」
を
削
り
、「
衛
生
マ
ス
ク
」
を
「
衛
生
マ
ス
ク

栄
養
補
助
用
飼
料
添
加
物

お
む
つ

お
む
つ
カ
バ
ー
」
に
、「
眼
帯

耳
帯

失
禁
用
お
し
め
」
を
「
眼
帯

サ
プ
リ
メ
ン
ト

耳
帯

食
餌
療
法
用
飲
料

又
は
食
品
」
に
、「
脱
脂
綿
」
を
「
脱
脂
綿

乳
幼
児
用
飲
料
又
は
食
品
」
に
改
め
、「

乳
糖
」
を
削
る
。

別
表
第
六
類
の
項
下
欄
第
一
号
^

中
「
銑
鉄
」
を
「
銑せ

ん

鉄
」
に
改
め
、同
項
下
欄
第
二
号
f

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

f

イ
ン
ジ
ウ
ム

カ
ド
ミ
ウ
ム

ク
ロ
ー
ム

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム

コ
バ
ル
ト

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム

タ
ン
グ
ス
テ

ン

タ
ン
タ
ル

ニ
オ
ブ

バ
ナ
ジ
ウ
ム

ハ
フ
ニ
ウ
ム

ベ
リ
リ
ウ
ム

マ
ン
ガ
ン

モ
リ
ブ
デ
ン

˜
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